
豊中市放課後児童支援員認定資格研修事業実施要綱 

 

１．趣旨・目的 

この要綱は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成 26年厚

生労働省令第 63号。以下「基準」という。）に基づき、基準第 10条第３項の各号のい

ずれかに該当する者が、放課後児童支援員として必要となる基本的生活習慣の習得の

援助、自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識及び技能を習得し、

有資格者となるための豊中市長（以下、「市長」という。）が行う研修（以下「認定資格

研修」という。）の円滑な実施に資するために策定する。 

認定資格研修は、一定の知識及び技能を有すると考えられる基準第 10条第３項の各

号のいずれかに該当する者が、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に従事す

る放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補完し、最新の基準及び放課後児童

クラブ運営指針（令和 7 年 1 月 22 日こ成環第 16 号こども家庭庁成育局長通知）に基

づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、

職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な

考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施する。 

 

２．実施主体 

 認定資格研修の実施主体は、豊中市とする。 

ただし、市長は認定資格研修を実施する上で適当と認める民間団体等に、事業の一部

を委託することができる。 

 

３．実施内容 

（１）研修対象者 

   基準第 10条第３項の各号のいずれかに該当する者等で、豊中市内の放課後児童

健全育成事業所に従事している者又は放課後児童支援員として放課後児童健全育

成事業に従事しようとする者で現住所地が豊中市内である者とする。ただし、参加

者が次号に定める１回の認定資格研修の定員に満たない場合、現住所地が大阪府

内の他市町村である者も対象者とすることができる。 

 

（２）定員 

   １回の認定資格研修の定員は、おおむね１００人程度とする。 

   ただし、認定資格研修の効果に支障が生じない限り、状況に応じて実施回数や研

修会場の規模等を考慮して、おおむね１００人程度を上回る定員を設定すること

ができる。 

 



（３）実施方法 

   認定資格研修の実施方法は、オンライン又は集合研修とする。 

 

（４）参加費用（実費相当） 

   １回の認定資格研修参加費用は、１人当たり 5,000円とする。ただし、豊中市内

の放課後児童健全育成事業所に従事しておらず、その予定もない者で、現住所地が

豊中市外であるについては、１人当たり 10,000円とする。 

なお、科目の一部のみ受講する場合や欠席した場合であっても減額や返金は行わ

ない。 

 

（５）研修項目・科目及び研修時間数（２４時間）等 

   研修項目、研修科目及び研修時間数等については、別紙のとおりとし、状況に応

じて研修科目等を追加して実施することができる。 

   また、授業形態は、適宜演習を取り入れたりするなどして学びを深めるように工

夫しながら実施するものとする。 

   特に、講師の選定に当たっては、別紙の講師要件を参考として、認定資格研修を

適切に実施、指導できる者により行われるよう十分配慮する。 

 

（６）研修期間等 

   １回の認定資格研修については、原則として２～３か月以内で実施するものと

する。 

   ただし、状況に応じて２期に分けて実施するなど６か月の範囲内で実施するこ

とができる。 

   また、認定資格研修の時間帯及び曜日の設定については、状況に応じて受講者が

受講しやすいよう適宜工夫するものとする。 

 

（７）研修の教材 

   認定資格研修の教材は、「放課後児童クラブ運営指針」及び「放課後児童クラブ

運営指針解説書」を使用する。なお、上記に加えて、研修カリキュラムを適切に実

施する上で適当なものを使用することも可能とする。 

 

（８）科目の一部免除 

   市長は、既に取得している資格等に応じて、以下のとおり、研修科目の一部につ

いて免除することができるものとする。 

   ア 基準第 10条第３項第１号に規定する保育士の資格を有する者 

    別紙の「２－④ 子どもの発達理解」、「２－⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生



活と発達」、「２－⑥ 障がいのある子どもの理解」、「２－⑦ 特に配慮を必要と

する子どもの理解」 

   イ 基準第 10条第３項第２号に規定する社会福祉士の資格を有する者 

    別紙の「２－⑥ 障がいのある子どもの理解」、「２－⑦ 特に配慮を必要とす

る子どもの理解」 

   ウ 基準第 10条第３項第４号に規定する教諭となる資格を有する者 

    別紙の「２－④ 子どもの発達理解」、「２－⑤ 児童期（６歳～12 歳）の生

活と発達」 

 

（９）既修了科目の取扱い 

   受講者が認定資格研修受講中に、他の都道府県、指定都市又は中核市に転居した

場合や病気等のやむを得ない理由により認定資格研修の一部を欠席した場合等に

おける既修了科目の取扱いについては、既に履修したものとみなし、市長は、放課

後児童支援員認定資格研修修了証明申請書による受講者の申請により「放課後児童

支援員認定資格研修一部科目修了証」を発行することができるものとする。 

   なお、一部科目修了証の有効期限は、研修を受講した年度の翌年度の３月 31日

までとする。 

 

（10）修了評価 

   豊中市は、各受講者が放課後児童支援員として業務を遂行する上で必要最低限

の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認

するものとする。 

 

（11）修了の認定・修了証の交付 

   市長は、基準第 10条第３項の各号のいずれかに該当し、認定資格研修の全科目

を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識・技能を習得したと認められる者

に対して、修了の認定を行い、「放課後児童支援員認定資格研修修了証」及び「放

課後児童支援員認定資格研修修了証（携帯用）」を交付するものとする。なお、基

準第 10 条第３項各号のいずれかに該当する見込みの者が研修を修了した場合、市

長は、当該者が基準第 10 条第３項各号のいずれかに該当したことを確認した後、

修了証を発行する。 

   ただし、修了の認定及び修了証の交付については、委託することができない。 

 

５．実施手続 

受講希望者は、受講の申込みをするに当たっては、別に定める様式による受講申込

書、基準第 10条第３項の各号等のいずれかに該当することを証する書類及び受講者本



人であることを証する書類（以下、「受講申込書等」という。）を豊中市へ提出するもの

とする。 

なお、受講希望者が基準第１０条第３項の各号等のいずれかに該当するかについて、

確実にその確認を行うこととし、受講の適否を決定する。 

 

６．認定等事務 

（１）認定者名簿の作成 

   豊中市は、「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を交付した者の氏名、生年

月日、現住所又は連絡先、修了年月日、修了証番号等を記載した「豊中市放課後児

童支援員認定者名簿」を作成するものとする。また、豊中市は「豊中市放課後児童

支援員認定者名簿」の内容を大阪府に報告するものとする。 

 

（２）認定者名簿の管理 

   豊中市は、認定者名簿を管理するに際して、個人情報の保護に十分留意して、安

全かつ適切な措置を講ずるとともに、永年保存とし、修了証の再交付等に対応でき

る体制を整備するものとする。 

 

（３）修了証の再交付等 

   市長は、認定を受けた者から、認定者名簿に記載された内容（氏名、現住所又は

連絡先）に変更が生じたこと、又は修了証を紛失（又は汚損）したことの申し出が

あった際には、速やかに、修了証の再交付等の手続を行うものとする。 

 

（４）認定の取消 

   市長は、認定を受けた者が、次の事由に該当すると認められる場合には、当該者

を認定者名簿から削除することができるものとする。 

  ① 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合 

  ② 虐待等の禁止（基準第１２条）に違反した場合 

  ③ 秘密保持義務（基準第１６条第１項）に違反した場合 

  ④ その他放課後児童支援員としての信用失墜行為を行った場合 など 

 

７．研修会参加に要する費用 

研修会参加に要する費用のうち、３．（４）に定める参加費用（実費相当）、研修会

場までの受講者の旅費及び研修中の宿泊費については、受講者等が負担するものと

する。 

 

８．その他 



  この要綱に定めるもののほか、認定資格研修の開催に必要な事項については、市長

が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年６月２日から施行する。 


